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【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｄ 303/08    　　　　
   Ｃ０７Ｄ 301/12    　　　　
   Ｂ０１Ｊ  29/89    　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｊ  29/40    　　　Ｚ
   Ｃ０７Ｂ  61/00    ３００　

【手続補正書】
【提出日】平成24年6月11日(2012.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも部分的に水溶性である希釈剤としてアルコールを含有する液状媒体中における
、塩化アリル及び無機ペルオキシド化合物間の反応による１，２－エポキシ－３－クロロ
プロパンの製造方法であって、
　１，２－エポキシ－３－クロロプロパン、前記アルコール及び水、並びに、任意の未転
換反応体を含む反応生成物の混合物を収集し、
　前記混合物を、２種の別個の液相、すなわち、一方が少なくとも一部の抽出溶媒及び少
なくとも１０％の量の生成された１，２－エポキシ－３－クロロプロパンを含む抽出物で
あり、かつ、他方が少なくとも一部のアルコール及び少なくとも一部の水を含むラフィネ
ートであるものを得るために、３～２０個、好ましくは３～６個又は１０～２０個の炭素
原子を含む、任意にハロゲン化された飽和炭化水素；３～２０個の炭素原子を含む、任意
にハロゲン化された不飽和炭化水素；６～１２個の炭素原子を含み、任意にアルキル、ハ
ロゲン及び／又は窒素置換基を有する芳香族炭化水素；並びに、これらの混合物から選択
される、エピクロロヒドリンを溶解するのに好適であり、前記アルコールは難溶性である
抽出溶媒と接触するように配置し、かつ、前記抽出物及び前記ラフィネートを別々に収集
し、そこから１，２－エポキシ－３－クロロプロパンを除去するために該抽出物を蒸留し
、また、そこから水を除去するために該ラフィネートを蒸留することを特徴とする製造方
法。
【請求項２】
前記抽出溶媒の比重量が、反応生成物の混合物のそれと少なくとも０．０４ｇ／ｃｍ３異
なる請求項１記載の製造方法。
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【請求項３】
前記抽出溶媒の沸点が、エポキシドのそれと少なくとも５℃異なる請求項１又は２記載の
製造方法。
【請求項４】
前記抽出溶媒が、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、o-ジクロロベンゼン、m-ジクロ
ロベンゼン、p-ジクロロベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、デカリン、o-クロロトル
エン、m-クロロトルエン、p-クロロトルエン、1,2,3-トリクロロプロパン、塩化アリル、
ニトロベンゼン及びn-デカン、並びにそれらの混合物から選択される請求項１～３のいず
れか１項記載の製造方法。
【請求項５】
前記抽出溶媒が、o-ジクロロベンゼン、m-ジクロロベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン
、デカリン、o-クロロトルエン、1,2,3-トリクロロプロパン、塩化アリル、ニトロベンゼ
ン及びn-デカン、並びにそれらの混合物から選択される請求項４記載の製造方法。
【請求項６】
反応生成物の混合物が、温度０～８０℃で、液－液抽出カラム中の前記抽出溶媒と向流接
触するように配置され、且つ、前記抽出溶媒と反応生成物の混合物の間の重量比が少なく
とも０．１と等しく、かつ２０を超えない請求項１～５のいずれか１項記載の製造方法。
【請求項７】
蒸留時に収集された、前記アルコール及び未転換反応体物が１，２－エポキシ－３－クロ
ロプロパン製造工程に戻される請求項１～６のいずれか１項記載の製造方法。
【請求項８】
ペルオキシド化合物が過酸化水素であり、１，２－エポキシ－３－クロロプロパンがβゼ
オライト以外のゼオライトを含む触媒の存在下で得られる請求項１～７のいずれか１項記
載の製造方法。
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